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  平成29年度社協会員ご加入

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 　ありがとうございました。
　町民の皆様におかれましては、明るい新年をお迎えのことと心
よりお喜び申し上げます。また、旧年中は本会の活動に温かい 　   社協は、住民福祉のため、会員会費等で

ご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。    運営され、高齢者，障がい者だけでなく全ての

　本年も「みんなで支えあい、安心・安全・温かい福祉の町づ    住民が安心して生活できるよう取組んでおります。

くり」を目標に、町民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮ら    　町行政の財政支援とは別に財源が必要です。

せる福祉を実現するため、役職員一丸となり努力を続けて参り    皆様のご協力をお願い致します。

ますので、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。 会員の条件 ①個人会員・・・一口　　500円

　結びに町民の皆様にとって幸多き一年になることを祈念申し ②団体会員・・・一口　3.000円

上げまして、新年のご挨拶といたします。 ③賛助会員・・・一口10.000円

社会福祉法人　ニセコ町社会福祉協議会 （円）

会　長　　三　橋　範　夫 個人会員（各町内会他） 299,500

　　　　他役職員一同 団体・賛助会員（商店・会社等22件） 210,000

合計 509,500

　　　　　共同募金運動のご協力 ※　会員の加入は常時お受け致します。

　　　　　　募金期間・・10月1日～12月31日まで
歳末助け合い募金

募金の使い道は・・・・ 　 ありがとうございました。
①老人クラブ、障がい者協会の活動へ助成。 募金期間・・12月1日～12月31日まで
②各地域の夏祭り開催へ助成。

③福祉まつり開催へ助成。

④児童・生徒スポーツ大会へ助成。 　　　　募金の使い道は・・・・④児童・生徒スポーツ大会へ助成。 　　　　募金の使い道は・・・・

⑤紙おむつ使用者へ助成。 ①高齢者、母子家庭等の低所得者で福祉灯油
⑥社協だより発行へ助成。 　 を受けている方への見舞金。
⑦ボランティア活動へ助成。 ②体の不自由なお年寄りへの給食サービス。

募金額は・・・・（1月29日現在） （円） 　　　募金額は・・・・（1月29日現在） （円）

個人募金（各町内会他） 286,100 個人募金（各町内会他） 260,700
特別募金（商店・会社等71件） 387,000

幼児センター 179 　今年も町内会を通して多くの浄財を
ニセコ小学校児童会 14,279 　　ご支援、ご協力を戴きありがとうございました！
近藤小学校児童会 2,515

ニセコ高校生徒会 4,586

各種団体（3件） 40,000
募金箱（町内20ヶ所） 74,608
寄付金バッチ 67,488
イベント募金、その他 11,245
合　計 888,000

北海道コカ・コーラボトリング株式会社からご寄付

今年も、北海道コカ・コーラボドリンク株式会社様より、

コカ・コーラ社製品の清涼飲料水のご寄付を頂きました。

頂いた飲料水は、幼児センター・ニセコハイツに寄付さ

せて頂きました。

ニセコハイツ幼児センター

頂いた飲料水は、幼児センター・ニセコハイツに寄付さ

せて頂きました。

北海道コカ・コーラボトリング株式会社様、本当にありが

とうございました！



4町村健康支援事業講演会のご報告

　昨年8月6日に、ニセコ町民センターにて、
4町村健康支援事業講演会を行いました。
　講師は手稲渓仁会病院　外科副部長　
木ノ下義弘先生にお越し頂き、「食道がん
ってどんな病気？～食道がんの治療と手術
最前線～」と題しまして、ご講演をいただき
ました。
　ニセコ町・喜茂別町・積丹町・島牧村から
延べ92名のご参加を頂き、盛大に終了したこ

とをご報告致します。

寿大学・老人クラブ合同新年交流会のご報告 身体障がい者福祉協会新年会のご報告

　１月19日に寿大学 　１月26日に身体障
老人クラブ合同新年 害者福祉協会新年交
交流会が町民センター 流会が町民センターで
で行われました。 で行われました。で行われました。 で行われました。
 町内より 80 名の方に 　町内より20名の方に
ご参加頂き、懇親会 ご参加頂き、懇親会
とカラオケをお楽しみ とカラオケ・スロットボ
頂きました！ ールをお楽しみ頂きま
　2018年の皆様の した！
ご健康をお祈りし 　2018年も皆様が
盛大に終了したことを 幸多き年になるよう
ご報告申し上げます。 お祈りし、盛大に終了

したことをご報告
し上げます。

～ホームヘルパーを利用できる方は？～

　　・６５歳以上の介護認定を受けた方(要介護・要支援)
　　・６５歳未満の特定疾患の方、障害のある方
～どんな仕事？～
　　○自宅を訪問し、入浴・排泄・通院介助等の身体

　　　　介護や調理・洗濯等の生活援助を行います。

～安否確認をかねた相談助言等の声かけ訪問を行います～

　　こんなときに・・・

❤ホームヘルパーを
利用してみませんか？❤

　　○一人暮らしが不安 ○買い物や通院が不安
　　○介護の方法を知りたい　○一人暮らしの親が心配
上記についての詳細は、お気軽に社会福祉協議会迄ご連絡ください！


